
ヲ
百
回
ト
ナ
ス

第
四
係

本
牡
ノ
株
金
ハ
紹
額
試
拾
寓
回
ト
定
メ
之
ヲ
威
千
株
一
一
分
割
シ
壷
株
ノ
金
額

第
三
係

本
社
ハ
外
国
商
品
ヲ
輸
入
シ
テ
内
地
一
一
販
寅
シ
内
画
一
商
品
ヲ
輸
出
シ
テ
外
図

一
一
販
賓
シ
且
ッ
内
外
ノ
ー
商
品
ヲ
本
店
及
支
店
二
於
テ
販
寅
ス
ル
ヲ
以
テ
目
的

設
置
ス

本
献
ノ
本
店
ハ
東
京
府
東
京
市
日
本
橋
匡
通
三
丁
目
拾
四
番
地
拾
五
番
地
一
一

本
斌
ノ
組
織
ハ
株
式
曾
吐
一
一
シ
テ
名
洗
ハ
丸
善
株
式
曾
吐
卜
禰
ス

ト
ナ
ス

第
五
降

株
金
総
額
威
拾
繭
回
ノ
内
拾
爾
回
ヲ
一
時
一
一
挑
込
ミ
尚
拾
蔑
回
ハ
営
業
上
ノ

賀
況
一
一
由
り
更
二
株
主
総
倉
ノ
議
決
ヲ
以
テ
挑
込
ノ
方
法
及
上
時
期
ヲ
定
ム

ヘ
、
ン

丸
善
株
式
曾
祇
定
欺

第
二
係

第
一
係

明
治
二
十
六
年
四
月
十
七
日
改
正
届

出

第
五
降

株
金
総
額
試
拾
禽
回
ノ
内
拾
寓
回
ヲ
一
時
一
一
挑
込
ミ
尚
拾
寓
回
ハ
末
ル
明
治

三
十
一
年
一
月
十
日
ヨ
リ
同
三
十
五
年
十
一
一
月
二
十
日
迄
年
を
試
寓
回
宛
挑

込
ム
モ
ノ
ト
ス
其
ノ
挑
込
月
日
ハ
明
治
三
十
年
十
一
月
以
前
に
告
知
ス
ヘ
シ

但
シ
営
業
ノ
都
合
一
一
依
り
総
曾
ノ
決
議
ヲ
以
テ
挑
込
ノ
期
節
ヲ
伸
縮
増
減

明
治
二
十
六
年
十
一
月
二
十
九
日
訂
正
届
出
定
欺
（
訂
正
分
の
み
）
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此
吐
債
券
ハ
必
ス
記
名
ノ
モ
ノ
ニ
シ
テ
其
総
金
額
及
上
券
面
金
額
ハ
ー
商
法

第
二
百
六
係
ノ
規
定
一
一
準
携
ス
ヘ
シ

本
祇
ノ
資
本
金
ハ
営
業
上
ノ
都
合
一
一
ヨ
リ
株
主
総
曾
ノ
議
決
ヲ
以
テ
之
ヲ
増

減
ス
ル
Ｔ
ヲ
得

交
付
ス
ヘ
シ
此
手
緬

有
者
ト
見
倣
ス
ヘ
シ

本
吐
ノ
株
主
ハ
其
所
有
ノ
株
式
ヲ
寅
渡
シ
若
ク
ハ
譲
渡
サ
ン
ト
欲
ス
ル
作
ハ

本
吐
一
一
於
テ
定
ム
ル
所
ノ
書
式
一
一
依
り
買
受
人
若
ク
ハ
譲
受
人
ノ
連
署
シ
タ

ル
書
面
ヲ
本
社
一
一
差
出
ス
ヘ
シ
本
斌
ハ
相
富
ノ
手
績
ヲ
ナ
シ
其
株
券
ノ
裏
面

一
一
専
務
取
締
役
及
上
支
配
人
記
名
調
印
ノ
上
之
ヲ
買
受
人
若
ク
ハ
譲
受
人
一
一

交
付
ス
ヘ
シ
此
手
績
ヲ
組
サ
ル
間
ハ
現
一
一
株
主
名
簿
ノ
記
名
人
ヲ
以
テ
其
所

何
人
タ
リ
に
〔
但
外
国
人
ヲ
除
ク
〕
本
賦
ノ
定
欺
ヲ
守
り
其
株
式
ヲ
所
有
シ

本
吐
ノ
株
主
牒
二
其
姓
名
ヲ
登
錐
ス
ル
モ
ノ
ハ
本
祇
ノ
株
主
タ
ル
ヘ
シ

ヲ
得

第
七
係

本
吐
ハ
資
本
増
加
ノ
魚
メ
株
主
総
曾
ノ
議
決
ヲ
以
テ
牡
債
券
ヲ
溌
行
ス
ル
可

第
六
係

第
八
係

第
十
係

第
九
係

ス
ル
事
ヲ
得
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本
批
ノ
株
券
ヲ
殴
損
又
ハ
汚
職
シ
タ
ル
等
ノ
故
ヲ
以
テ
引
換
ヲ
求
ム
ル
ト
キ

ハ
其
事
由
ヲ
明
記
シ
タ
ル
書
面
ヲ
本
杜
一
一
差
出
ス
ヘ
シ
叉
焼
亡
若
ク
ハ
紛
失

シ
タ
ル
等
ノ
故
ヲ
以
テ
新
株
券
ノ
交
付
ヲ
求
ム
ル
祥
ハ
其
事
由
ヲ
明
記
シ
タ

ル
書
面
一
一
二
名
以
上
ノ
澄
人
連
署
ノ
上
本
壮
一
一
差
出
ス
ヘ
シ
然
ル
序
ハ
本
吐

ハ
其
旨
ヲ
新
聞
紙
二
庚
告
ノ
上
請
求
ノ
日
ヨ
リ
六
十
日
ヲ
組
テ
新
株
券
ヲ
交

本
杜
ハ
存
在
時
期
ヲ
定
限
セ
ス
ー
商
法
第
二
百
三
十
侭
ノ
諸
件
二
遭
遇
ス
ル
ニ

殴
損
又
ハ
汚
職
等
ノ
分
モ
其
要
所
ヲ
鉄
損
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
焼
亡
紛
失
等
ノ
例

ア
ラ
サ
レ
ハ
永
久
総
領
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

付
ス
ヘ
シ第

十
二
係

株
主
通
常
総
曾
ハ
毎
年
二
月
取
締
役
ノ
定
ム
ル
日
時
及
上
場
所
二
於
テ
奉
行

ス
ヘ
シ

通
常
総
曾
二
於
テ
ハ
前
年
度
ノ
計
算
書
財
産
目
録
貸
借
封
照
表
事
業
報
告
書

及
上
利
息
叉
ハ
配
富
金
ノ
分
配
案
ヲ
曾
席
二
提
出
シ
テ
其
議
決
ヲ
ナ
ス
ヘ
シ

取
締
役
ノ
提
出
ス
ル
書
類
ハ
監
査
役
調
査
ノ
上
之
一
一
捺
印
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

一
一
依
ル

但
シ
本
文
ノ
場
合
一
一
於
テ
ハ
壷
株
一
一
付
金
拾
銭
ノ
手
数
料
ヲ
依
頼
人
ヨ
リ

本
吐
一
一
排
フ
ヘ
シ
又
新
聞
紙
贋
告
料
モ
依
頼
人
ノ
負
措
ト
ス

第
十
一
係

第
十
二
係

株
主
通
常
総
曾
ハ
毎
年
二
月
取
締
役
ノ
定
ム
ル
日
時
及
上
場
所
二
於
テ
奉
行

ス
ヘ
シ
通
常
総
曾
二
於
テ
ハ
前
年
度
ノ
計
算
報
告
及
上
配
富
金
ノ
分
配
案
ヲ

曾
席
二
提
出
シ
テ
其
議
決
ヲ
ナ
ス
ヘ
シ
取
締
役
ノ
提
出
ス
ル
書
類
ハ
監
査
役

調
査
ノ
上
之
一
一
捺
印
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

但
シ
曾
日
ヨ
リ
少
ク
に
七
日
以
前
一
一
曾
議
ノ
目
的
及
事
項
ヲ
示
シ
テ
招
集

状
ヲ
嚢
ス
ヘ
シ
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ヲ
示
シ
タ
ル
招
集
歌
ヲ
護
ス
ヘ
シ

取
締
役
二
於
テ
株
主
ヨ
リ
臨
時
紹
曾
招
集
ノ
請
求
ヲ
受
ケ
タ
ル
日
ヨ
リ
三
十

日
以
内
一
一
其
招
集
ノ
手
績
ヲ
篇
サ
、
レ
ハ
株
主
ハ
自
ラ
招
集
ス
ル
可
ヲ
得

第
十
六
峰

臨
時
総
曾
ハ
少
ク
に
総
株
金
ノ
半
数
以
上
及
上
総
人
員
ノ
半
数
以
上
ノ
株
主

ノ
出
席
ヲ
要
ス
若
シ
此
定
数
二
流
タ
サ
ル
杵
ハ
候
二
議
決
ヲ
篇
シ
再
上
総
宮

ヲ
招
集
ス
ヘ
シ
其
通
知
ニ
ハ
第
一
総
曾
ノ
議
決
ヲ
明
記
シ
且
シ
第
二
ノ
総
曾

二
於
テ
出
席
株
主
ノ
多
数
ヲ
以
テ
第
一
総
倉
ノ
議
決
ヲ
認
可
シ
タ
ル
汗
ハ
之

ヲ
有
効
ト
ナ
ス
ヘ
キ
旨
ヲ
明
告
ス
ヘ
シ

第
十
四
僚

総
株
金
ノ
五
分
ノ
ー
以
上
及
上
総
人
員
ノ
五
分
ノ
ー
以
上
一
一
富
ル
株
主
ヨ
リ

曾
議
ノ
目
的
ヲ
明
記
セ
ル
書
面
ヲ
以
テ
臨
時
総
曾
ヲ
要
求
ス
ル
作
ハ
曾
吐
〈

其
要
求
二
膳
セ
サ
ル
可
ヲ
得
ス

臨
時
総
曾
ノ
招
集
ハ
少
ク
に
含
日
ヨ
リ
十
四
日
前
一
一
其
含
議
ノ
目
的
及
事
項

臨
時
総
曾
ヲ
招
集
ス
ル
了
ヲ
得

取
締
役
及
上
監
査
役
ハ
何
時
一
一
テ
モ
必
要
ナ
リ
ト
思
考
ス
ル
場
合
ニ
ハ
株
主

通
常
総
曾
及
上
臨
時
総
曾
ノ
議
事
ハ
出
席
株
主
ノ
議
決
権
過
半
数
ノ
同
意
ヲ

第
十
七
係

第
十
五
係

第
十
三
係

第
十
六
峰

臨
時
総
曾
ハ
少
ク
に
総
株
金
ノ
半
数
以
上
及
上
総
人
員
ノ
半
数
以
上
ノ
株
主

ノ
出
席
ヲ
要
ス
若
シ
此
定
数
二
流
タ
サ
ル
件
〈
候
二
議
決
ヲ
ナ
シ
再
ピ
綿
曾

ヲ
招
集
ス
ヘ
シ
其
通
知
一
一
ハ
第
一
総
曾
ノ
決
議
ヲ
明
記
シ
且
シ
第
二
ノ
総
曾

一
一
於
テ
出
席
株
主
議
決
椎
ノ
多
数
ヲ
以
テ
第
一
総
含
ノ
議
決
ヲ
認
可
シ
タ
ル

杵
ハ
之
ヲ
有
効
ト
ナ
ス
ヘ
キ
旨
ヲ
明
告
ス
ヘ
シ

第
十
四
係

総
株
金
ノ
五
分
ノ
ー
以
上
一
一
富
ダ
ル
株
主
ヨ
リ
曾
議
ノ
目
的
ヲ
明
記
セ
ル
書

面
ヲ
以
テ
臨
時
総
曾
ヲ
要
求
ス
ル
件
ハ
曾
吐
ハ
其
要
求
二
腰
セ
サ
ル
Ｔ
ヲ
得

ス
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但
シ
代
人
ヲ
シ
テ
出
席
セ
シ
ム
ル
場
合
ニ
ハ
本
吐
一
一
於
テ
定
ム
ル
所
ノ
書

式
一
一
依
リ
タ
ル
代
理
委
任
状
ヲ
交
付
ス
ヘ
シ

以
テ
決
ス
若
シ
可
否
同
数
ナ
レ
ハ
誌
長
之
ヲ
決
ス

通
常
総
曾
及
上
臨
時
総
曾
二
於
テ
株
主
自
ラ
出
席
ス
ル
能
ハ
サ
ル
件
〈
代
人

ヲ
シ
テ
謹
言
投
票
ヲ
ナ
サ
シ
ム
ル
可
ヲ
得
へ
シ
ト
雌
に
其
代
人
ハ
必
ス
本
吐

通
常
総
曾
及
上
臨
時
総
曾
ノ
議
長
ハ
専
務
取
締
役
之
一
一
任
ス
ヘ
シ
若
シ
専
務

取
締
役
出
席
セ
サ
レ
ハ
他
ノ
取
締
役
代
テ
議
長
ト
ナ
ル
ヘ
シ
若
シ
又
取
締
役

一
名
モ
出
席
セ
サ
ル
序
ハ
株
主
中
一
名
ヲ
推
シ
テ
議
長
ト
ナ
ス
ヘ
シ

議
長
ハ
含
議
ヲ
延
期
シ
曾
場
ヲ
鱒
ス
ル
了
ヲ
得
但
延
期
曾
二
於
テ
ハ
最
初
ノ

総
曾
二
於
テ
議
了
セ
サ
リ
シ
事
件
ノ
外
他
ノ
事
件
ヲ
議
ス
ル
可
ヲ
得
ス

第
二
十
二
係

株
主
自
ラ
招
集
シ
タ
ル
臨
時
総
曾
二
於
テ
ハ
開
曾
ノ
時
刻
ヨ
リ
一
時
間
ヲ
過

ル
モ
定
数
ノ
株
主
出
席
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
総
曾
ヲ
解
散
シ
其
議
案
ヲ
腹
案
ト
ナ

ノ
株
主
タ
ル
モ
ノ
ニ
限
ル

株
主
ノ
議
決
椎
ハ
其
所
持
株
拾
株
マ
テ
ハ
壷
株
毎
一
一
壷
佃
ト
シ
拾
壷
株
以
上

百
株
マ
テ
ハ
試
株
毎
一
一
宣
個
ト
シ
百
萱
株
以
上
ハ
五
株
毎
一
一
壷
個
ト
定
ム

第
十
八
係

第
十
九
係

第
二
十
係

第
二
十
一
峰

．
第
二
十
二
峰
削
除
ス
以
下
順
次
繰
上
ル
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使
用
ス
ル
事

マ
マ

取
締
役
在
職
年
限
中
ハ
其
所
有
ノ
株
券
一
二
拾
枚
ヲ
融
通
ヲ
禁
ス
ル
篇
メ
封
印

シ
テ
本
吐
一
一
預
リ
置
ク
ヘ
シ

取
締
役
ノ
在
職
年
限
ハ
三
ヶ
年
卜
定
メ
監
査
役
ノ
在
職
年
限
ハ
ニ
ケ
年
ト
定

ム
何
レ
モ
時
期
満
了
ノ
後
再
撰
ス
ル
モ
妨
ケ
ナ
シ

本
紅
ハ
本
吐
ノ
株
式
三
十
株
以
上
ヲ
所
有
ス
ル
株
主
中
ヨ
リ
一
一
一
名
以
上
六
名

以
下
ノ
取
締
役
及
上
二
名
以
上
四
名
以
下
ノ
監
査
役
ヲ
撰
定
ス
ヘ
シ

通
常
総
曾
及
上
臨
時
総
曾
二
於
ケ
ル
議
事
ノ
要
領
ハ
総
曾
議
事
錐
二
記
鋒
シ

議
長
之
二
検
印
シ
テ
本
吐
二
保
存
ス
ヘ
シ
若
シ
議
長
事
故
ア
リ
テ
検
印
ス
ル

能
ハ
サ
ル
序
ハ
取
締
役
代
テ
検
印
ス
ヘ
シ

ス
ヘ
シ

二
含
冠
二
闇
ス
ル
訴
訟
二
於
テ
其
原
告
若
ク
ハ
被
告
ト
ナ
リ
又
ハ
之
ヲ

中
裁
一
一
付
シ
又
ハ
之
ヲ
棄
却
シ
又
ハ
之
ヲ
願
下
ル
事

左
ノ
件
を
ハ
株
主
ノ
議
決
ヲ
要
セ
ス
取
締
役
二
於
テ
適
宜
虚
分
ス
ル
了
ヲ
得

一
曾
祇
ノ
株
金
積
立
金
及
上
別
途
積
立
金
ヲ
確
賞
ノ
方
法
ヲ
以
テ
運
縛

第
二
十
七
係

第
二
十
六
係

第
二
十
五
係

第
二
十
四
係

第
二
十
三
係
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一
一
於
テ
決
算
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
ト
ス

取
締
役
叉
ハ
監
査
役
ノ
中
不
時
二
峡
員
ヲ
生
ス
ル
序
ハ
取
締
役
ハ
取
締
役
ノ

見
込
ヲ
以
テ
シ
監
査
役
ハ
監
査
役
ノ
見
込
ヲ
以
テ
偶
一
一
相
営
ノ
補
鉄
員
ヲ
撰

畢
シ
次
回
ノ
株
主
総
曾
二
於
テ
共
認
許
ヲ
受
ク
ヘ
シ

但
其
認
許
ヲ
得
ダ
ル
者
ト
雌
モ
先
任
者
ノ
在
職
期
限
ヲ
越
テ
其
職
ヲ
保
ッ

毎
年
度
決
算
期
ノ
前
十
五
日
間
本
吐
株
券
ノ
名
義
書
換
ヲ
停
止
ス

支
配
人
ノ
給
料
ハ
専
務
取
締
役
及
ピ
各
支
配
人
ノ
意
見
ヲ
参
酌
シ
テ
之
ヲ
定

ム
ヘ
シ
支
配
人
以
下
ノ
給
料
ハ
其
店
支
配
人
ノ
意
見
ヲ
以
テ
専
務
取
締
役
ノ

同
意
ヲ
得
テ
之
ヲ
定
ム
ヘ
シ

取
締
役
及
監
査
役
ノ
給
料
又
ハ
報
酬
ニ
開
ス
ル
Ｔ
ハ
株
主
総
曾
ノ
議
決
ヲ
以

取
締
役
ハ
其
互
撰
ヲ
以
テ
専
務
取
締
役
叉
ハ
吐
長
一
名
ヲ
撰
定
ス
ヘ
シ

テ
之
ヲ
定
ム
ヘ
シ

第
三
十
一
係

本
祇
ハ
毎
年
一
月
ヨ
リ
十
二
月
マ
テ
ヲ
以
テ
曾
計
年
度
ト
定
メ
毎
年
度
ノ
末

三
各
地
一
一
支
店
ヲ
設
ケ
出
張
店
ヲ
置
キ
又
ハ
代
理
店
ヲ
設
ク
ル
事

Ｔ
ヲ
得
ス

第
三
十
係

第
二
十
九
係

第
二
十
八
峰

第
三
十
二
係
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純
益
金
ノ
ー
十
分
ノ
ー
積
立
金

同
二
十
分
ノ
ー
別
途
積
立
金

同
二
十
分
ノ
ー
役
員
賞
輿
配
賞
金

同
二
十
分
ノ
十
七
株
主
配
富
金

但
シ
営
業
ノ
状
況
一
一
由
り
積
立
金
ヲ
除
ク
外
ハ
総
曾
ノ
議
決
ヲ
以
テ
臨

時
之
ヲ
愛
更
シ
叉
ハ
永
久
之
ヲ
改
正
ス
ル
可
ヲ
得

第
三
十
四
係

此
定
款
ハ
株
主
臨
時
総
曾
ノ
議
決
ヲ
以
テ
愛
更
シ
又
ハ
増
減
ス
ル
可
ヲ
得

但
本
悌
ノ
場
合
一
一
於
テ
ハ
東
京
府
廃
ノ
承
認
ヲ
受
ク
ル
モ
ノ
ト
ス

純
益
金
ノ
配
営
割
合
ハ
左
ノ
如
シ

第
三
十
三
係

、
第
三
十
四
係
但
書
削
除
ス

2４

右
峰
安
衆
議
ノ
上
議
決
セ
シ
讃
ト
シ
テ
左
一
一
記
名
調
印
致
候
也

丸
善
商
危
株
主
大
塚
嘉
蔵

同
杉
本
正
徳

同
須
賀
磯
八

同
鈴
木
幾
作

同
中
村
道
太

同
栗
田
照

同
前
田
倉
次



小
柳
津
要
人

竹
内
半
左
術
門

金
津
林
平

早
矢
仕
有
的

勝
田
兼

石
川
仙

三
次
半
之
助

平
山
甚
太

永
井
松
右
術
門

服
部
源
助

金
津
末
吉

大
塚
熊
吉

粥
藤
定
四
郎

鬼
頭
良
介

金
津
井
吉

竹
本
廉
二

伊
村
克
巳

久
野
永
太
郎

小
野
正
兵
術

松
下
鋤
三
郎

ZHaI

同 同同同同同同同同同同同同同同同同同同同



第
一
章
総
則

第
一
係
営
舎
牡
ハ
丸
善
株
式
曾
牡
ト
稲
ス

第
二
降
営
曾
祇
ハ
佃
書
文
房
具
西
洋
小
間
物
其
他
雑
貨
ヲ
販
費
ス
ル
ヲ
以

テ
目
的
ト
ス

第
三
係
営
倉
牡
ハ
本
店
ヲ
東
京
市
二
支
店
ヲ
大
阪
市
二
設
置
ス

第
四
係
富
曾
祇
ノ
資
本
金
額
ハ
試
拾
菖
回
ト
ス

第
五
係
富
含
祇
ハ
存
立
時
期
ヲ
定
限
セ
ス

第
六
係
富
曾
祇
ノ
公
告
ハ
本
店
所
在
地
ノ
裁
判
所
力
登
記
事
項
ノ
公
告
ヲ

篇
ス
新
聞
紙
二
公
告
ス
ベ
シ

第
二
一
章
株
式

第
七
係
営
倉
牡
ノ
株
式
ハ
試
千
株
二
分
チ
壷
株
ノ
金
額
ヲ
百
日
ト
ス

第
八
係
富
曾
吐
ノ
株
式
ハ
記
名
式
ニ
シ
テ
無
記
名
式
ト
魚
ス
コ
ト
ヲ
得
ス

第
九
係
営
倉
牡
ノ
株
券
ハ
壷
株
券
拾
株
券
ノ
試
種
ト
ス

但
拾
株
券
ハ
株
金
全
額
排
込
済
ノ
後
蛮
行
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
降
富
倉
祇
ノ
株
金
第
試
回
以
後
ノ
挑
込
期
日
ハ
取
締
役
ノ
決
議
ヲ
以

テ
之
ヲ
定
メ
誠
週
間
前
各
株
主
二
通
知
ス
ヘ
シ

但
其
挑
込
金
額
ハ
一
回
毎
一
一
壷
株
二
付
金
五
回
乃
至
金
武
拾
五
回
ト
ス

丸
善
株
式
曾
祇
定
欺
明
治
一
一
一
十
六
年
八
月
改
正

2６

〔
注
〕
丸
善
株
式
含
吐
定
欺
明
治
二
十
六
年
十
一
月
（
写
）

明
治
一
一
十
六
年
七
月
一
日
の
商
法
実
施
に
当
り
、
同
年
三
月
二
十
鴎
日
臨

時
株
主
総
会
に
於
て
定
款
改
正
を
決
議
、
同
年
四
月
十
七
日
改
正
定
款
（
全

三
十
四
像
）
を
東
京
府
庁
に
届
出
、
同
年
十
一
月
十
四
日
認
可
を
受
け
た
。

し
か
し
農
商
務
省
よ
り
不
州
の
個
所
の
指
摘
が
あ
っ
た
た
め
、
訂
正
催
項
を

修
正
し
て
十
一
月
二
十
九
日
東
京
府
庁
に
届
出
た
。

こ
こ
で
は
上
段
に
四
月
十
七
日
の
改
正
届
出
定
款
全
牒
を
、
下
段
に
訂
正

候
文
の
悪
を
収
め
た
。

明
治
二
十
六
年
以
後
現
在
に
至
る
ま
で
度
火
定
款
の
改
正
を
行
っ
た
が
、

こ
こ
で
は
、
明
治
三
十
六
年
八
月
、
大
正
七
年
一
月
、
昭
和
二
十
一
一
年
七
月
、

昭
和
二
十
六
年
九
月
、
昭
和
四
十
四
年
三
月
の
各
改
正
定
款
及
び
昭
和
五
十

三
年
十
月
一
一
十
八
日
現
在
の
定
款
全
文
を
収
め
た
。



第
十
六
係
常
曾
牡
一
一
取
締
役
参
名
乃
至
五
名
監
査
役
武
名
乃
至
参
名
ヲ
置

ク
第
十
七
係
取
締
役
及
監
査
役
ハ
総
曾
二
於
テ
参
拾
株
以
上
ヲ
所
有
ス
ル
株

主
中
ヨ
リ
之
ヲ
選
任
ス

第
十
八
峰
取
締
役
ノ
任
期
ハ
三
ケ
年
ト
定
メ
監
査
役
ノ
任
期
ハ
萱
ヶ
年
ト

ス

但
満
期
再
選
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
十
九
係
取
締
役
叉
ハ
監
査
役
中
峡
員
ヲ
生
シ
タ
ル
作
ハ
臨
時
総
曾
ヲ
招

集
シ
補
訣
選
畢
ヲ
行
フ
ベ
シ
其
補
訣
員
ハ
前
任
者
ノ
残
期
ヲ
縦
ク
モ
ノ
ト

ス

但
法
定
ノ
員
数
ヲ
峡
カ
サ
ル
ト
キ
ハ
現
任
取
締
役
ノ
決
議
ヲ
以
テ
補
訣

選
畢
ヲ
延
期
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
二
十
係
取
締
役
ハ
互
選
ヲ
以
テ
牡
長
及
専
務
取
締
役
各
壷
名
ヲ
任
定
ス

ー
宅
マ

但
シ
祇
長
ハ
都
合
ニ
依
り
任
定
セ
サ
ラ
コ
ト
ァ
ル
へ
シ

第
廿
一
係
取
締
役
在
任
中
ハ
其
所
有
ノ
営
倉
斌
株
式
参
拾
株
ヲ
監
査
役
一
一

供
托
ス
ヘ
シ

第
四
章
株
主
総
曾

第
廿
二
係
定
時
総
曾
ハ
毎
年
一
月
之
ヲ
開
ク
モ
ノ
ト
ス

第
廿
三
像
定
時
総
曾
一
一
於
テ
ハ
決
算
及
報
告
書
ヲ
調
査
シ
且
利
益
金
配
富

一
一
係
ル
事
ヲ
決
議
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

2７

第
十
一
係
株
金
ノ
挑
込
ヲ
怠
リ
タ
ル
株
主
ハ
其
挑
込
期
日
ノ
翌
日
ヨ
リ
百

回
一
一
付
一
日
金
四
銭
ノ
割
合
ヲ
以
テ
遅
延
利
息
ヲ
支
挑
上
且
遅
延
ノ
篇
一
一

生
シ
タ
ル
費
用
ヲ
支
挑
フ
ヘ
シ

第
十
二
係
常
曾
牡
ノ
株
式
譲
渡
ノ
場
合
一
一
於
テ
ハ
常
曾
吐
ノ
定
ム
ル
書
式

一
一
依
リ
テ
証
書
ヲ
作
り
株
券
ヲ
添
ヘ
テ
営
曾
牡
一
一
差
出
ス
ヘ
シ
営
倉
砥
ハ

営
事
者
双
方
ヲ
シ
テ
株
券
裏
面
一
一
署
名
捺
印
セ
シ
メ
取
締
役
之
一
一
証
印
シ

株
主
名
簿
二
記
入
ノ
手
綱
ヲ
了
シ
タ
ル
上
之
ヲ
還
付
ス
ヘ
シ

第
十
三
棟
相
績
叉
ハ
遺
贈
二
因
リ
テ
常
曾
赴
ノ
株
式
ヲ
取
得
シ
タ
ル
者
証

明
書
ヲ
添
ヘ
テ
名
義
書
換
ヲ
請
求
ス
ル
ト
キ
ハ
営
倉
牡
ハ
前
陳
二
準
シ
名

義
書
換
ヲ
篇
ス
モ
ノ
ト
ス

第
十
四
像
営
倉
牡
ノ
株
券
ヲ
段
損
紛
失
叉
ハ
滅
失
セ
シ
ト
キ
ハ
株
主
ハ
其

事
由
ヲ
詳
記
シ
証
人
連
印
ノ
証
書
ヲ
差
出
シ
新
株
券
ノ
交
付
ヲ
請
求
ス
ル

コ
ト
ヲ
得
但
紛
失
叉
ハ
滅
失
ノ
場
合
一
一
於
テ
ハ
其
旨
ヲ
告
示
シ
次
年
度
利

益
金
配
嘗
ノ
期
限
ヲ
過
キ
尚
護
見
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
新
株
券
ヲ
交
付
ス
ベ
シ

前
項
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
壷
株
券
壷
通
一
一
付
金
拾
銭
拾
株
券
壷
通
一
一
付
金
武

拾
銭
ノ
手
数
料
ト
公
告
料
ト
ヲ
徴
牧
ス
ヘ
シ

第
十
五
峰
富
曾
吐
株
式
ノ
譲
渡
ハ
毎
年
一
月
一
日
ヨ
リ
定
時
総
曾
終
結
ノ

日
迄
之
ヲ
停
止
ス
臨
時
紬
曾
招
集
ノ
通
知
ヲ
篇
シ
タ
ル
日
ヨ
リ
臨
時
総
曾

終
結
ノ
日
迄
亦
全
シ

第
三
一
章
役
貝



第
廿
八
係
総
含
ノ
決
議
ハ
法
律
ニ
別
段
ノ
定
メ
ァ
ル
場
合
ヲ
除
ク
外
出
席

株
主
ノ
議
決
権
ノ
過
半
数
一
一
依
リ
テ
之
ヲ
篇
ス
若
シ
可
否
全
数
ナ
ル
ト
キ

第
廿
九
係
総
曾
二
於
テ
決
議
シ
タ
ル
事
項
ノ
要
領
ハ
決
議
録
一
一
記
載
シ
議

長
之
一
一
署
名
捺
印
シ
正
本
ヲ
本
店
二
謄
本
ヲ
支
店
一
一
備
へ
置
ク
ヘ
シ

第
舟
係
株
主
ノ
議
決
椎
ハ
萱
株
一
一
付
壷
箇
ト
ス

第
舟
一
係
株
主
自
ラ
出
席
ス
ル
能
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
役
員
ニ
ァ
ラ
サ
ル
株
主

一
一
委
任
シ
テ
其
議
決
椎
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得

議
長
ト
ナ
ル
ペ
シ

ハ
誌
長
之
ヲ
決
ス

第
五
章
計
算

第
州
二
僚
富
曾
杜
ハ
毎
年
一
月
ヨ
リ
十
二
月
迄
ヲ
以
テ
事
業
年
度
卜
定
メ

毎
年
度
ノ
末
二
於
テ
諸
勘
定
ヲ
決
算
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
汁
三
係
営
倉
杜
ノ
損
益
計
算
ハ
毎
年
度
ノ
総
益
金
ヨ
リ
諸
支
挑
利
息
諸

経
費
其
他
損
失
金
ヲ
控
除
シ
其
残
額
ヲ
純
益
金
ト
ス

第
舟
四
降
純
益
金
ハ
左
ノ
割
合
ヲ
以
テ
配
営
ス
ベ
シ

ー
純
益
金
ノ
百
分
ノ
五
乃
至
十
積
立
金

二
純
益
金
ノ
百
分
ノ
十
乃
至
十
五
役
員
賞
輿
金

三
右
二
項
ノ
金
額
ヲ
控
除
シ
タ
ル
其
残
額
ヲ
株
主
配
富
金
ト
ス

但
計
算
ノ
都
合
一
一
依
り
別
種
ノ
積
立
金
及
次
年
度
繰
越
金
ヲ
篇
ス
コ

ト
ア
ル
ヘ
シ

2８

第
廿
四
峰
臨
時
総
曾
ハ
取
締
役
叉
〈
監
査
役
二
於
テ
必
要
ト
認
ム
ル
ト
キ

又
ハ
資
本
ノ
十
分
ノ
ー
以
上
一
一
営
ル
株
主
ヨ
リ
総
曾
ノ
目
的
及
其
招
集
ノ

理
由
ヲ
記
戦
シ
タ
ル
書
面
ヲ
取
締
役
二
提
出
シ
テ
請
求
シ
タ
ル
ト
キ
之
ヲ

招
集
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
廿
五
峰
総
曾
ノ
招
集
一
一
ハ
曾
日
ヨ
リ
少
ク
ト
モ
ニ
週
間
前
二
其
日
時
場

所
及
目
的
事
項
ヲ
各
株
主
一
一
通
知
ス
ヘ
シ

第
廿
六
僚
総
曾
二
於
テ
ハ
藤
メ
株
主
一
一
通
知
シ
タ
ル
事
項
ノ
外
他
ノ
事
項

ヲ
議
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
廿
七
像
総
曾
ノ
議
長
ハ
吐
長
又
ハ
専
務
取
締
役
之
一
一
任
ス
若
シ
祇
長
又

ハ
専
務
取
締
役
出
席
セ
サ
ル
カ
又
ハ
事
故
ア
ル
ト
キ
ハ
他
ノ
取
締
役
代
テ


